
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
五
号 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

別
記
様
式
第
十
五
号
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



（職員が常駐していない駐車場の場合 その３） 

 

（表）                  （裏） 
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           注  意  事  項                                                                                                                     

1.  本券は指定車以外利用できません。 

2.   本券の有効期間が終了したら返却して下さい。 

3.   本券は磁気使用の為，磁石のそばに置かない 

  で下さい。 

4.   本券は直射日光があたるような場所への放置 

はさけて下さい。 

86ミリメートル 

IN 

 

 

 

パスカード（定期券） 
契約 No.    車両 No.    契約者名 

 

 

有効期限     年    月    日まで 

   

86ミリメートル 



別
記
様
式
第
十
六
号
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



（職員が常駐していない駐車場の場合 その３） 
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駐 車 券 

 

この券を折り曲げたり磁気に近づけたりしないようお願いします。 

86ミリメートル 

1. 車両を離れる際は窓を完全に閉め，ドア・ト

ランク等を必ず施錠し，貴重品等を車内に放

置しないよう注意してください。 

2. この券は，出庫の際に必要です。紛失したり

汚破損しないようにお願いします。 

 

ご 注 意 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


